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喜多方市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例（案） 

建設部建築住宅課 

 

【制定の目的】 

この条例は、歴史的価値を有する建築物が、本市の町並み、観光及び文化を形

成する重要な要素であり、当該建築物の保存及び活用が本市固有の景観の保全、

文化の向上に寄与することに鑑み、当該建築物を保存し及び活用し、並びにその

安全性の向上及び維持を図るための措置に関し必要な事項を定めることにより、

当該建築物の利活用を促進し、良好な状態で将来の世代に継承することを目的と

するものです。 

 

 

【条例の概要】 

１ 用語 

この条例において用いられる用語を定義するものです。 

⑴ 「対象建築物」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。 

ア 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第５７条第１項の規定によ 

り登録された有形文化財 

イ 景観法（平成１６年法律第１１０号）第１９条第１項に規定する景観重 

要建造物 

ウ 喜多方市伝統的建造物群保存地区保存条例（平成２８年条例第２８号）第 

２条第４号に規定する伝統的建造物 

エ その他ア、イ、ウの建物と一体的に保存・活用することが必要と市長が認

めるもの 

⑵ 「移築」とは、建築物を他の敷地に移して新築することをいいます。 

⑶ 「増築等」とは、建築物の増築、改築、移転、移築若しくは用途の変更又は

修繕若しくは模様替えをいいます。 

⑷ 「保存活用計画」とは、建築基準法に代わって対象建築物の保存及び活用に

係る計画の内容を確認するため、次に掲げる事項を定めた計画をいいます。 

ア 当該対象建築物の保存を図りながら、これを活用するために必要な増築 

等の工事の内容 

イ 当該対象建築物の構造、防火避難その他の安全性に関する事項 

ウ 当該対象建築物の管理に関する事項 

エ その他市長が当該対象建築物の良好な保存及び活用並びに当該対象建築物

が存する敷地の周辺の環境の保全を図るために必要と認める事項 
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⑸ 「保存建築物」とは、対象建築物のうち、所有者が立案した保存活用計画の

内容が適当なものとして市長が認め、保存建築物登録原簿に登録されたものを

いいます。 

⑹ 「保存対象敷地」とは、保存建築物が存する敷地をいいます。 

 

２ 保存建築物の指定のための手続き 

市長は、登録した保存建築物について、建築基準法第３条第１項第３号の規定

による指定を行うよう、特定行政庁に申し出るものとします。 

 

３ 保存建築物の現状変更行為に関する許可 

保存対象敷地内において増築等をしようとする者又は保存建築物に関しその形

状を変更し、保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、市長の

許可を受ける必要があります。 

 

４ 所有者の管理義務 

保存建築物の所有者は、保存活用計画に従って、保存及び活用を図る必要があ

ります。 

また、保存建築物を適切に管理するため、保存管理責任者を選任したとき若し

くは所有者又は保存管理責任者に変更があった場合は、市長に届け出る必要があ

ります。 

 

５ 管理に関する助言、勧告及び命令 

市長は、保存建築物の所有者等に必要な助言を行うことができます。 

また、保存建築物の管理が適当でないため、保安上著しく危険な状態となるこ

とが認められる場合は、必要な措置をとることを勧告することができます。 

特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、勧

告に係る措置をとることを命じることができます。 

 

６ 維持管理の報告等 

保存建築物の所有者又は保存管理責任者は、定期的に保存建築物の維持管理状

況の調査を行い、結果を市長に報告する必要があります。 

 

７ 権利義務の承継 

新たに保存建築物の所有者となった者は、市長が行った助言、勧告又は命令を

果たす義務及び権利を承継するものとします。 
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８ 許可に係る工事の完了検査 

許可に係る工事が完了したときは、完了検査を受ける必要があります。 

市長は、完了検査において保存建築物が許可の内容に適合していることを認め

たときは、検査済証を交付するものとします。 

 

９ 建築物の設計及び工事監理 

建築士法（昭和２５年法律第２０２号）に基づき必要な設計と工事監理を行う

必要があります。 

 

10 工事現場における許可の表示等 

許可に係る工事の現場には、工事の概要と許可の表示を行う必要があります。 

 

11 工事現場の危害の防止 

  保存建築物の増築等の工事の施工者は、建築物又は工事用の工作物の倒壊等

による危害を防止するために必要な措置を講じる必要があります。 

 

12 消防署長の意見の聴取 

市長は、保存建築物の登録をしようとする場合においては、喜多方消防署長の

意見を聴くものとします。 

 

13 監督処分 

市長は、許可した内容に違反して工事を行おうとする工事施工者等に対し、違

反を是正するために必要な措置又は作業の停止を命じることができます。 

 

14 報告又は資料の提出 

市長は、必要があると認めるときは、保存建築物の所有者等に、報告又は資料

の提出を求めることができます。 

 

15 立入調査等 

市長は、必要な限度において、市長が指定する職員に、保存対象敷地又は保存

建築物に立ち入り、調査、検査を行うことができます。 

 

16 歴史的建築物保存活用専門委員会の設置等 

  市長からの諮問に応じ、保存建築物の登録等に関する事項について調査審議

するため、喜多方市歴史的建築物保存活用専門委員会を置くものとします。 
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18 罰則 

13において定める市長の命令に違反した者に対して、５０万円以下の罰金を処

する定めを設けるものです。 

３において定める許可を受けないで、保存建築物の増築等の工事や保存に影響

を及ぼす行為を行った者、許可に付された条件に違反した者、８において定める

完了検査の申請をせず、又は虚偽申請をした者、14において定める報告若しくは

資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者、５に定める市

長の命令に違反した者に対して、２０万円以下の罰金に処する定めを設けるもの

です。 

15において定める立入調査若しくは立入検査を拒み、妨げ、虚偽の陳述をした

者に対して、１０万円以下の罰金に処する定めを設けるものです。 

また、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、

その法人又は人の業務に関し、この違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人又はその人にもこの罰金刑を科する定めを設けることとします。 

 


